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１９％台

２％台

５０％台 安定確保

４００億円程度

１,１００億円程度

当初計画

未 達

未 達

未 達

未 達

未 達

達成状況

１５．４％役務収益比率財務指標財務指標

３．３％不良債権比率資産健全性資産健全性

６３．８％ＯＨＲ経営効率経営効率

５５億円経常利益企業価値の 向上企業価値の 向上

９０７億円コア業務粗利益企業の 成長企業の 成長

最終年度実績

定

量

目

標

の
実

績

Ⅰ．前中期経営計画「誠実と 変革Ⅱ」の 総括

前中期経営計画

『『誠実と変革誠実と変革Ⅱ』Ⅱ』 Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ＆ＩｎｎｏｖａｔｉｏｎＩｎｔｅｇｒｉｔｙ＆ＩｎｎｏｖａｔｉｏｎⅡⅡ

平成２０年４月～２３年３月（３年間） １．収益力の 強化１．収益力の 強化

２．戦略遂行能力の 構築２．戦略遂行能力の 構築

３．ガバ ナンス態勢の 高度化３．ガバ ナンス態勢の 高度化

４．地域社会の 持続的成長に向けた貢献４．地域社会の 持続的成長に向けた貢献

戦
略
目
標

戦
略
目
標

戦
略
目
標

自主健全経営を貫き、ゆるぎない信頼と卓越した
総合金融サ ービスで、地域社会とともに発展する。

（経営理念）

平成２０年４月にスタートした前中期経営計画『誠実と変革Ⅱ Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ＆ＩｎｎｏｖａｔｉｏｎⅡ』では、戦略目標として「収益力の強化」

「戦略遂行能力の構築」「ガバナンス態勢の高度化」「地域社会の持続的成長に向けた貢献」の４つを掲げ、経営ビジョンとしてい

る「地域のお客さまに『選ばれ』『信頼される』銀行」を目指してまいりました。

しかしながら、計画初年度の平成２０年９月に発生した世界的な金融危機を契機に国内外の経済環境が急速に悪化し、地域経

済においても同様に厳しい状態が続きました。そうした中、大口取引先の経営破綻もあり、景気拡大を前提に策定した前中期経営

計画の計数目標については、誠に残念ながら以下のようにすべての項目が未達成に終わりましたが、次項にまとめておりますと

おり、必要な施策については着実に実施してまいりました。
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Ⅰ．前中期経営計画「誠実と 変革Ⅱ」の 総括 ～戦略目標～

戦

略

目

標

の
実

績

戦略目標

収益力の 強化

戦略遂行能力の

構築

ガバ ナンス態勢の

高度化

地域社会の 持続的

成長に 向けた貢献

３ 年 間 の 主 な 実 績

個人・法人の資産形成への取組み
• 営業店の資産運用担当者の人員を３年間で80名
増員。

個人・法人の資産形成への取組み
• 営業店の資産運用担当者の人員を３年間で80名
増員。

法人金融の取組み（投資銀行業務の強化）
• 営業店ＦＡ（投資銀行業務担当）を約170名配置し、
営業体制を強化。

法人金融の取組み（投資銀行業務の強化）
• 営業店ＦＡ（投資銀行業務担当）を約170名配置し、
営業体制を強化。

個人金融の取組み
• ＡＴＭｺﾏｰｼｬﾙ、ＡＴＭｶｰﾄﾞﾛｰﾝ、ＡＴＭ宝くじｻｰﾋﾞｽ
の取扱い開始。

• ｶｰﾄﾞﾛｰﾝコレカ、ﾌﾘｰﾛｰﾝコレカの取扱い開始。

個人金融の取組み
• ＡＴＭｺﾏｰｼｬﾙ、ＡＴＭｶｰﾄﾞﾛｰﾝ、ＡＴＭ宝くじｻｰﾋﾞｽ
の取扱い開始。

• ｶｰﾄﾞﾛｰﾝコレカ、ﾌﾘｰﾛｰﾝコレカの取扱い開始。

地域戦略（貸出金の増強）
• Ｈ20年5月にビジネスセンターを開設し、お客さまサ
ポート体制を強化。

地域戦略（貸出金の増強）
• Ｈ20年5月にビジネスセンターを開設し、お客さまサ
ポート体制を強化。

ＩＴの戦略的活用
• 融資支援システム、リスク性金融商品フロントシス
テム等の導入による業務の厳正化・効率化を実施。

ＩＴの戦略的活用
• 融資支援システム、リスク性金融商品フロントシス
テム等の導入による業務の厳正化・効率化を実施。

グループ企業価値の拡大
• 証券子会社（中銀証券㈱）を設立し、本格的な営業
を開始。

グループ企業価値の拡大
• 証券子会社（中銀証券㈱）を設立し、本格的な営業
を開始。

事務プロセスの見直し
• 相続デスクを設立し、営業店相続業務の本部集中
化を実施。

事務プロセスの見直し
• 相続デスクを設立し、営業店相続業務の本部集中
化を実施。

お客さま保護に向けた取組み
• 「金融商品取引法」「利益相反管理」等の法・制度
に対する適切な対応。

お客さま保護に向けた取組み
• 「金融商品取引法」「利益相反管理」等の法・制度
に対する適切な対応。

リスク・リターン管理態勢の高度化
• ＦＩＲＢ承認、新資本配賦運営・統合市場ＶａＲ・新与
信限度額管理の導入、ＲＣＳＡの高度化、「リスク管
理態勢高度化工程表」の着実な取組みを実施。

リスク・リターン管理態勢の高度化
• ＦＩＲＢ承認、新資本配賦運営・統合市場ＶａＲ・新与
信限度額管理の導入、ＲＣＳＡの高度化、「リスク管
理態勢高度化工程表」の着実な取組みを実施。

内部管理態勢の強化
• リスク性金融商品フロントシステムの導入により、
預り商品の販売・勧誘時の厳正化・効率化を実施。

内部管理態勢の強化
• リスク性金融商品フロントシステムの導入により、
預り商品の販売・勧誘時の厳正化・効率化を実施。

監査態勢の充実・強化
• 新しい監査方式の導入。
監査態勢の充実・強化
• 新しい監査方式の導入。

危機管理態勢の強化
• 計画的な訓練の実施、耐震等の設備面の強化。
危機管理態勢の強化
• 計画的な訓練の実施、耐震等の設備面の強化。

金融円滑化・地元企業の育成・支援の強化
• 本部・営業店の連携により、コンサルティング機能
を強化・発揮。

金融円滑化・地元企業の育成・支援の強化
• 本部・営業店の連携により、コンサルティング機能
を強化・発揮。

ＣＳＲの取組み
• 金融教育支援、地元文化・スポーツ・環境活動支援
など、当初計画していた活動を着実に実施。

ＣＳＲの取組み
• 金融教育支援、地元文化・スポーツ・環境活動支援
など、当初計画していた活動を着実に実施。
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Ⅱ．新中期経営計画の 概要

新中期経営計画の 概要新中期経営計画の 概要

１．メインテー マ

２．計画期間

３．名 称

「総合金融サ ー ビ ス力で日本トッ プクラスの 地域金融機関」を目指す

平成２３～２５年度 ただし年度ごと、環境変化に対応し改定いたします

『 Power up plan ～信頼と挑戦～ 』

人口の 減少や 少子高齢化の 進展など で地域の 経済構造が 変化する中、金融機関同士の 競争はますま す激化

しており、当行を取り巻く環境は 一段と厳しさを増しています。また、前中期経営計画最終年度に は、当行創立以

来の 大口先の 経営破たんも発生しま した。そ うした中で、当行が 地域の お客さまに 選び続けていただくため に は

更なるサ ー ビ ス向上に 努め 、お客さまとの 信頼関係を築き上げていく必要が あります。

そ の ため 、新中期経営計画では「総合金融サ ービ ス力の 向上」をメインテー マに お客さま へ の 質の 高いサ ービ

スを提供するため の 各種施策を実施し、これまで以上に 地域の お客さまか らの 信頼を獲得してま いりたいと考え

ております。

新中期経営計画策定に あたっ て新中期経営計画策定に あたっ て

目標とする経営指標目標とする経営指標

前中期経営計画「誠実と変革Ⅱ」までに 培っ てきた経営基盤を基に 、これまで以上に ステークホル ダ ーの 方々か ら

の 信頼を獲得し、更なるサ ービ スの 向上に む けた取り組みに 挑戦してまいりたいという想いを込め ております。

企業の 成長企業の 成長

コア業務粗利益

９５０億円以上

コア業務粗利益

９５０億円以上

企業価値の 向上企業価値の 向上

経常利益

３３０億円以上

経常利益

３３０億円以上

経営効率経営効率

ＯＨＲ

６２％台

ＯＨＲ

６２％台

資産健全性資産健全性

不良債権比率

２％台前半

不良債権比率

２％台前半

戦略目標戦略目標

役務収益比率

１６％台

役務収益比率

１６％台

６３．８％６３．８％５５億円５５億円９０７億円９０７億円 ３．３％３．３％ １５．４％１５．４％

目標計数目標計数

22年度実績22年度実績
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中国銀行グ ル ープとして、お客さまに 最適な金融サ ービ スの 提供を実現中国銀行グ ル ープとして、お客さまに 最適な金融サ ービ スの 提供を実現

Ⅲ．新中期経営計画に おける戦略目標

●営業基盤の再構築と拡大
・人員再配置による営業人員増強とスキルアップ
・地域に応じた営業体制の確立
・営業活動の効率化
･有望マーケットへの新規出店

●営業基盤の再構築と拡大
・人員再配置による営業人員増強とスキルアップ
・地域に応じた営業体制の確立
・営業活動の効率化
･有望マーケットへの新規出店

●法人ソリューション営業への取組み
・営業体制の整備による取引先とのリレーション強化
・取引先の海外進出支援の強化

●法人ソリューション営業への取組み
・営業体制の整備による取引先とのリレーション強化
・取引先の海外進出支援の強化

●個人金融の取組み
・インターネットチャネルの強化
・ＥＢＭ導入によるマーケティングの高度化

●個人金融の取組み
・インターネットチャネルの強化
・ＥＢＭ導入によるマーケティングの高度化

●個人・法人の資産形成への取組み
・営業体制と販売環境の整備

●個人・法人の資産形成への取組み
・営業体制と販売環境の整備

●証券業務への取組み
・関連会社との連携による証券サービスの提供

●証券業務への取組み
・関連会社との連携による証券サービスの提供

●市場部門の取組み
・最適ポートフォリオの構築と安定収益の確保

●市場部門の取組み
・最適ポートフォリオの構築と安定収益の確保

●人材育成への取組み
・人材育成プログラムの見直し

●人材育成への取組み
・人材育成プログラムの見直し

●ＣＳＲに対する取組み
・本業を通じた地域貢献と本業を超えた幅広
い社会貢献活動に注力

●ＣＳＲに対する取組み
・本業を通じた地域貢献と本業を超えた幅広
い社会貢献活動に注力

総合金融
サ ービ ス力

の 向上 ●資産の健全性向上への取組み
・審査体制の再構築による与信コスト低減

●資産の健全性向上への取組み
・審査体制の再構築による与信コスト低減

●生産性向上への取組み
・経常経費抑制によるローコスト構造の実現
・営業店事務の効率化

●生産性向上への取組み
・経常経費抑制によるローコスト構造の実現
・営業店事務の効率化

●システム戦略への取組み
・システムの安全稼動推進
・次期基幹系システムの検討

●システム戦略への取組み
・システムの安全稼動推進
・次期基幹系システムの検討

●内部管理態勢強化への取組み
・お客さま保護および利便性の向上

・法令等遵守態勢および監査機能の強化

●内部管理態勢強化への取組み
・お客さま保護および利便性の向上

・法令等遵守態勢および監査機能の強化

●地域経済の支援への取組み
・地域密着型金融の取組み強化
・地域再生ファンドによる取引先の再生支援
・適切な金融円滑化対応

●地域経済の支援への取組み
・地域密着型金融の取組み強化
・地域再生ファンドによる取引先の再生支援
・適切な金融円滑化対応

関 連 会 社

中銀保証中銀保証 中銀リ ース中銀リ ース 中銀カード中銀カード
中銀ア セッ ト
マ ネジメント

中銀ア セッ ト
マ ネジメント ＣＢＳＣＢＳ 中銀事務

センター

中銀事務
センター中銀証券中銀証券

銀行本体

中国銀行中国銀行

戦 略 目 標戦戦 略略 目目 標標

経営基盤
の 強化

ス テーク
ホル ダ ー
へ の 貢献
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１．総合金融サ ービス 力の 向上 （１）営業基盤の 再構築と拡大

営業力強化の ため の 体制整備営業力強化の ため の 体制整備

営業人員の増員
とスキルアップ

地域戦略と
営業体制の見直し

営業活動の
効率化

取引先との取引先との
接点拡大接点拡大

営業人員の 増員とスキル アッ プ

・本部を中心に営業人員へシフト
・人材育成とキャリアパスの明確化

地域戦略と営業体制の 見直し

・有望地域への戦力投入
・店質に応じた役割の明確化

営業活動の 効率化

・管理業務の見直し
・シニア行員の活用

●活用しやすい商品
・成長基盤強化融資の推進
・緊急保証後継商品の開発

●有望業種への営業強化
医療：優良先肩代わり 船舶：優良先開拓
農業：産学連携融資 創業：ファンド活用

●リレーション強化
・企業の実態把握や経営者との意思疎通
・経営改善支援や中間管理の徹底

法人戦略

個人ローン

事業性融資

預金・貸出業務の 基本戦略預金・貸出業務の 基本戦略

目指すボリ ューム目指すボリ ューム

個人戦略

・住宅ローン、アパートローンの推進
・無担保ローンの効率的な販売

38％
↓

40％以上23％
↓

25％以上

岡山

備後

四国

地域シェア（貸出金）の 向上地域シェア（貸出金）の 向上

0.8 0.9 1.0

6.5 7.0

2.1 2.2

0

5

10

H22 H25 H22 H25 H22 H25

地元事業性貸出
を年率プラスへ

早期に 個人ローン
残高１兆円達成
を目指す

兆円
総預り資産
７兆円を目指す

・給振や年金などの入金パイプの拡大
・相続預金への取組み強化
・新規顧客取込み強化

個人預金

10％
↓

11％以上
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兵庫県

大阪府赤穂支店
姫路支店

加古川支店
神戸支店

大阪支店

明石支店

明石住宅ﾛｰﾝｾﾝﾀｰ

明石支店

明石住宅ﾛｰﾝｾﾝﾀｰ

１．総合金融サ ービス 力の 向上 （１）営業基盤の 再構築と拡大

・１３年振りの新規出店
・店舗空白地を埋め、兵庫県南部沿線から大阪府まで
をカバーする店舗網が整う

・１３年振りの新規出店
・店舗空白地を埋め、兵庫県南部沿線から大阪府まで
をカバーする店舗網が整う

・ﾏｰｹｯﾄ、当行のﾈｰﾑﾊﾞﾘｭｰにしては低いシェア（３％）
・店舗ﾈｯﾄﾜｰｸの拡充（面での営業展開）と増員による強化
・広島支店の巨大化（管理ｽﾊﾟﾝ）を考慮⇒きめ細かい活動

・ﾏｰｹｯﾄ、当行のﾈｰﾑﾊﾞﾘｭｰにしては低いシェア（３％）
・店舗ﾈｯﾄﾜｰｸの拡充（面での営業展開）と増員による強化
・広島支店の巨大化（管理ｽﾊﾟﾝ）を考慮⇒きめ細かい活動

広島市内へ の 出店（既存エリ アの 拡充）

・有望マ ーケッ トへ の 新規出店を毎年１か 店程度実施し、営業基盤の 拡大を図る
・本部および低成長地域か ら有望地域へ の 再配置を実施する

・有望マ ーケッ トへ の 新規出店を毎年１か 店程度実施し、営業基盤の 拡大を図る
・本部および低成長地域か ら有望地域へ の 再配置を実施する

営業基盤の 拡大と営業人員の 増強

広島舟入支店広島舟入支店

広島支店

広島住宅ﾛｰﾝｾﾝﾀｰ

広島支店

広島住宅ﾛｰﾝｾﾝﾀｰ

本部

営業部門へ

再配置

営業部門へ

再配置

３０名

程度捻出

３０名

程度捻出

営業人員の 増強営業人員の 増強

有望営業エリ ア等
個人特化店へ

店質変更

（３～４か店）

店舗統合

低成長エリア

有望地域へ

再配置

有望地域へ

再配置

１０名

程度捻出

１０名

程度捻出

（２）有望マーケッ トへ の 再配置（１）本部行員を営業部門へ 再配置

主に兵庫・広島

岡山市内・倉敷市内
本部営業部門

岡山県

広島市

兵庫県明石市へ の 出店（新エリ アへ の 拡大）

営業基盤の 拡大営業基盤の 拡大
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１．総合金融サ ービス 力の 向上 （２）法人ソリュ ーション営業へ の 取組み

・Ｍ＆Ａ、ＭＢＯ、ＩＰＯ
・ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾘｰｽ、保険、預り資産
・融資

・Ｍ＆Ａ、ＭＢＯ、ＩＰＯ
・ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾘｰｽ、保険、預り資産
・融資

・ソリ ュー ション営業をツール に 取引先と一層の リ レー ション強化を図る
・アジアデ スクを強化し、海外進出企業へ の 支援体制および営業店サ ポート体制強化を図る

・ソリ ュー ション営業をツール に 取引先と一層の リ レー ション強化を図る
・アジアデ スクを強化し、海外進出企業へ の 支援体制および営業店サ ポート体制強化を図る

• 海外進出支援・相談（営業店・取引先訪問）

• 外為業務の研修、人材育成

• 外部専門･コンサル･提携金融機関との情報交換

• 海外進出先情報収集

• 海外拠点への調査指示・取りまとめ

海外進出支援の 強化策海外進出支援の 強化策ソリ ュー ション営業強化策ソリ ュー ション営業強化策

６名程度

へ 増員

６名程度

へ 増員【アジアデスクの役割】

（１）ＦＡの 多能化 と 営業店サ ポート体制の 強化

（２）事業承継の 取組み強化

事業承継

問題

様々な取引様々な取引
につながるにつながる

（今後）ＦＡの多能化・増員とあわせ積極的に関与。

営業店サポートも充実。

ソリ ューション営業・海外進出支援の 強化

営業店と本部ソリューション部隊とを
つなぐゲートキーパー（現場をサポート）

FA

（現在）機能別に7名配置

（今後）幅広い業務を担当。営業店サポート体制を強化するため

増員を図る。

（１）ア ジア デスクの 強化

海外進出支援や相談業務を対応
（営業店や取引先を訪問）アジアデスク

（２）海外拠点の 機能強化

• 国内店、アジアデスクとの連携強化

• ローン案件への取組み強化

• 海外ビジネスマッチングへの取組み

• 人材育成機能の強化
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１．総合金融サ ービス 力の 向上 （３）個人金融の 取組み

・インターネッ トチャネル を最大限活用することに より個人顧客の 囲い込みを図る
・個人ロ ーンは 住宅、ア パ ート資金を中心に 増強を図る

・インターネッ トチャネル を最大限活用することに より個人顧客の 囲い込みを図る
・個人ロ ーンは 住宅、ア パ ート資金を中心に 増強を図る

預金の 増強（調達強化）預金の 増強（調達強化）

• 有望地域への積極展開

• 提携業者の拡大

個人ロー ンの 増強個人ロー ンの 増強

（１）住宅ローン・ア パ ートロ ーンの 増強

（２）無担保ロー ン・クレジッ トカードの 増強

（１）給振・年金先の 拡大

インター ネッ トチャネル の 強化インター ネッ トチャネル の 強化

（１）インターネッ トサ インアッ プ機能の 拡張

（２）インターネッ ト支店の 開設

給振給振

年金年金
年金相談会・セミナーの開催年金相談会・セミナーの開催 年金ダイヤルの設置年金ダイヤルの設置

• ダイレクトチャネルの活用による若年層の囲い込み

• 年金層・プレ年金層に対するサービスの充実

ネット支店ネット支店ダイレクトチャネルによる口座開設ダイレクトチャネルによる口座開設入
金
パ
イ
プ

入
金
パ
イ
プ

ＨＰ上で属性・暗証番号により
本人確認を行い契約する機能

･カードローン
･クレジッ トカード

申込み

･カードローン
･クレジッ トカード

申込み

住宅ローン
事前申込み

住宅ローン
事前申込み

口座振替
申込み

口座振替
申込み

様々な申込み契約に拡大

（２）相続預金へ の 取組強化

比較的店舗インフラが手薄な地域を
ターゲットに新規顧客の集客を狙う

当行の 営業店が ない地域へ
転出されたお客様に も有効

当行の 営業店が ない地域へ
転出されたお客様に も有効

ダ イレクトチャネル の 強化

（３）モバ イル バ ンキング （スマートフォ ン）の 機能拡張

• 自動審査システムの高度化

• リフォームニーズへの取組みを強化

• マーケット分析の活用等による増強
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・ＥＢＭ（イベント・ベー スド・マーケ ティング ）に よる最適なタイミング での アプローチ手法の 研究・ＥＢＭ（イベント・ベー スド・マーケ ティング ）に よる最適なタイミング での アプローチ手法の 研究

マーケ ティング の 高度化

１．総合金融サ ービス 力の 向上 （３）個人金融の 取組み

【ＥＢＭの概略】

管理職（役席者）が担当者とセールス対象先を共有することによ
り「アプローチもれ」の防止ができる。

営業店（管理職）

熟練担当者のノウハウに基づく「気づき」を共有し、営業支援シス
テムへ連携することで、若年担当者の営業力を向上させることが
できる。管理顧客数の増加。

営業店（担当者）

金融ニーズが顕在化する的確なタイミングで提案を行うことによ
る取引満足度を向上させることができる。

お 客さま

営業戦略を推進対象先として営業支援システムへ連携すること
による容易な営業戦略の浸透のみならず、進捗管理や本部から
の指導が実施できる。

本 部

当行に おけるＥＢＭ導入後の 期待効果対 象

すべてのお客さますべてのお客さま

成約率の 高い
お客さま

成約率の 高い
お客さま 等等

大口入金

新規給振・年金入金

流動性預金の増減

保険満期・投信償還

状態・行動・環境の 変化（営業支援システム ・ＭＣＩＦ・ホスト）イベント
の 発生

イベント
の 発生

【ＥＢＭの活用例】

・推定退職金の入金 ・投資型商品ニーズ ・私募債
・外為デリバティブ ・運転資金ニーズ ・メイン化推進

個人金融に 限らず、法人金融を対象とした取組みも検討する

・推定退職金の入金 ・投資型商品ニーズ ・私募債
・外為デリバティブ ・運転資金ニーズ ・メイン化推進

個人金融に 限らず、法人金融を対象とした取組みも検討する

平成24年12月本番機導入予定（平成23年10月頃より試行機による分析）

・分析能力のある人材育成 ・マーケティングセクションの組織化

・顧客全体のセグメント分析 ・商品ありきのマーケティングからの脱却

・ＴＳＵＢＡＳＡ各行間での情報交換

平成24年12月本番機導入予定（平成23年10月頃より試行機による分析）

・分析能力のある人材育成 ・マーケティングセクションの組織化

・顧客全体のセグメント分析 ・商品ありきのマーケティングからの脱却

・ＴＳＵＢＡＳＡ各行間での情報交換

ア プローチ

登録 検証

内 容課 題

現場では、常に即戦力が必要であるも、入行年齢27歳
～33歳の中堅行員が少なく、若年行員の営業面での教
育が不十分。

営業上の管理がリアルタイムでできない。

営業力の強化・効率化

お客さまの取引状況・状態を常時把握できる数につい
ては、限界がある。

管理顧客数の限界

【現状の課題】

【ＥＢＭの導入時期と導入までに必要な取組み】

営業支援システム

【ＥＢＭによる効果】
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１．総合金融サ ービス 力の 向上 （４）個人・法人の 資産形成へ の 取組み

・柔軟か つ 迅速なコンサ ル ティング 営業の 強化の ため 、ブロッ クＦＡ担当を各ブロッ クに 駐在化
・販売環境を整備し、効率的な営業活動を実践

・柔軟か つ 迅速なコンサ ル ティング 営業の 強化の ため 、ブロッ クＦＡ担当を各ブロッ クに 駐在化
・販売環境を整備し、効率的な営業活動を実践

・ブロック担当制により責任が明確化される。

・ブロック常駐により一日複数店の臨店が可能となる。

・臨店先を現場が決定し、実情に応じた対応が実現。

営業体制の 整備営業体制の 整備

ＡブロックＡブロック

幹事店幹事店

ＢブロックＢブロック

幹事店幹事店

金融営業部金融営業部

ＰＢ担当ＰＢ担当 ＦＡ(保険)ＦＡ(保険)

ﾌﾞﾛｯｸＦＡﾌﾞﾛｯｸＦＡ

傘下店傘下店

傘下店傘下店

傘下店傘下店

ﾌﾞﾛｯｸＦＡﾌﾞﾛｯｸＦＡ

傘下店傘下店

傘下店傘下店

傘下店傘下店

本店・広島･阪神･米子･東京を除く

11ブロッ クに ＦＡが 常駐
今後

（２）各種販売ル ー ル の 見直しに よる効率化

（３）本部集中化

環境整備環境整備

株式株式

外債･仕組債外債･仕組債

（１）仲介担当者の 負担軽減

融資渉外
（470名）

情
報
遮
断

外債・仕組債について
融資渉外による販売
を解禁

販売人員

ﾌﾞﾛｯｸＦＡﾌﾞﾛｯｸＦＡ

資産運用担当者

（380名体制）

資産運用担当者

（380名体制）

新たな販売戦力新たな販売戦力

• 口座開設オペレーション等の端末操作、利金・償還金の

管理事務等を集約。

• 株式注文の本部集約。

本部の金融商品販売部隊のうち、ブロックFAを現場
常駐とする

営業力の 強化

営業の効率化に資する販売ルールの見直し

各ブロックの
幹事店に常駐。
所属は本部。

各ブロックの
幹事店に常駐。
所属は本部。
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１．総合金融サ ービス 力の 向上 （５）証券業務へ の 取組み

-

500

1,000

1,500

H22 H25

・業績向上が 見込まれることか ら
第３ステー ジを開始する

・業績向上が 見込まれることか ら
第３ステー ジを開始する

第３ステージ フルライン型証券へ
（元引受業務開始・新規出店）

第３ステージ第３ステージ フルライン型証券へフルライン型証券へ
（元引受業務開始・新規出店）（元引受業務開始・新規出店）

元引受業務の 開始元引受業務の 開始 仲介業務の 強化仲介業務の 強化

銀行本体との連携を強化し
取引先のライフサイクルに応じた

フルライン型ソリューション営業を実現

銀行本体との連携を強化し
取引先のライフサイクルに応じた

フルライン型ソリューション営業を実現

創業期
成長期

安定期

衰退期

起
業
・
創
業
支
援

起
業
・
創
業
支
援

ベ
ン
チ
ャ
ー
支
援

ベ
ン
チ
ャ
ー
支
援

私
募
債
引
受

私
募
債
引
受

株
式
公
開
支
援

株
式
公
開
支
援

株
式
元
引
受

株
式
元
引
受

公
募
債
引
受

公
募
債
引
受

資
産
流
動
化

資
産
流
動
化

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
ラ
イ
ン

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
ラ
イ
ン

Ｍ
＆
Ａ

Ｍ
＆
Ａ

事
業
承
継

事
業
承
継

銀行で対応銀行で対応 銀行で対応銀行で対応中銀証券で対応中銀証券で対応

【企業のライフサイクル】

【中銀証券仲介業務販売計画】

（億円）

59％59％

75％75％

元引受業務の平成23年度中の開始を目指す （１）銀行本体の 取扱店舗の 拡大

【口座数の推移】

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

22/5 6 7 8 9 10

13,500

直口座＋仲介口座数
25年3月には3万口座を目指す

直口座＋仲介口座数

2525年年33月には月には33万口座を目指す万口座を目指す

Ｈ22年12月現在 131か店 → 全店に拡大を検討

（２）投信窓口販売の 開始
銀行本体で取扱っていないリスクカテゴリーの商品を中銀証券

で販売。

新規出店（福山支店）新規出店（福山支店）

有望マーケットへの進出として福山市内へ出店

⇒23年上半期の出店を目指す

第２ステージ

本格的業績向上

第２ステージ

本格的業績向上
第１ステージ

体制準備期間

第１ステージ

体制準備期間

中銀証券

当行仲介販売額

約800

約1,100

中銀証券の
商品ウエイト
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１．総合金融サ ービス 力の 向上 （５）証券業務へ の 取組み

■地元の 受益者視点を大切に しなが ら、業務を■地元の 受益者視点を大切に しなが ら、業務を33段階で拡大、中長期視点か ら投信業務を主力業務へ と育成する。段階で拡大、中長期視点か ら投信業務を主力業務へ と育成する。

設立

資本金

登録番号

業務内容

：昭和62年

：120百万円

：中国財務局長（金商）第10号

：投資運用業、投資助言・代理業

【中銀アセットマネジメント（株）会社概要】

・地銀系投信会社 ⇒ 全国初

・兵庫県以西 ⇒ 地域初

平成23年度中の 登録を目指し、準備を開始する

平成24年度以降～平成23年度

販売会社拡大へ
向けた取組み

公募投信設定開始
販売会社2社体制

登録申請・業務構築
システム 導入作業
私募投信設定開始

第１ステージ第１ステージ 第２ステージ第２ステージ

体制準備期間 投信業務本格参入へ 本格的業務拡大へ

将 来

第３ステージ第３ステージ

【今後の業務拡大イメージ】

地域の
お客さまへ
商品提供

近距離から
の情報提供

地域ニーズ
の拾い上げ

タイムリー
な商品企画

セミナー
投資教育

●地域に根ざした運用会社として、

地域のお客さまと共に成長を目指す

中銀AM中国銀行 中銀証券

・中長期的なフィー ビ ジネス強化ならびに グ ル ープ戦略強化を目的として、投信業務へ の 参入を行う・中長期的なフィー ビ ジネス強化ならびに グ ル ープ戦略強化を目的として、投信業務へ の 参入を行う

中銀アセッ トマネジメント
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１．総合金融サ ービス 力の 向上 （６）市場部門の 取組み

・アセッ トア ロケー ションの 強化に より、相場動向に 応じた最適ポートフォ リ オ の 構築と安定的な収益確保を目指す・アセッ トア ロケー ションの 強化に より、相場動向に 応じた最適ポートフォ リ オ の 構築と安定的な収益確保を目指す

安定的な収益確保へ安定的な収益確保へ

テクニ カル 分析テクニ カル 分析

ファ ンダ メンタル ズ 分析ファ ンダ メンタル ズ 分析

経営体力に見合った範囲内でのリスクテイク

ア セッ トア ロケー ションの 強化ア セッ トア ロケー ションの 強化

リ スク・リ ター ン分析リ スク・リ ター ン分析

債券と株式等の各資産間の相関を分析するとともに、

ファンダメンタルズ・テクニカル分析等を組み合わせ

相場動向に応じた最適ポートフォリオを構築、

安定的な収益確保を目指す

債券と株式等の各資産間の相関を分析するとともに、

ファンダメンタルズ・テクニカル分析等を組み合わせ

相場動向に応じた最適ポートフォリオを構築、

安定的な収益確保を目指す

人材の プロ化・育成強化人材の プロ化・育成強化

①効果的な人事ローテーションによる運用スキルのレベルアップ①効果的な人事ローテーションによる運用スキルのレベルアップ

②海外研修や行外研修への派遣による外部の運用ノウハウの積極的な吸収②海外研修や行外研修への派遣による外部の運用ノウハウの積極的な吸収

③海外拠点の有効活用による情報収集能力の強化③海外拠点の有効活用による情報収集能力の強化

市場部門戦略

債 券 株 式逆 相 関

機動的な
残高コントロール

そ の 他

邦貨債券

外貨債券
株式投信

株 式

ＲＥＩＴ 投資信託
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２．経営基盤の 強化 （１）人材育成へ の 取組み

人材育成手段人材育成手段

（１） 企業に提案型のソリューション営業ができる人材

（２） 個人資産形成において総合提案営業のできる人材

（３） 市場業務、国際業務に精通した人材

育成する人材像育成する人材像

（１） 人材育成プログラムの見直し

（２） 営業店アドバイザー（新設予定）によるＯＪＴ

（３） 部門ローテーションの活性化

（４） 語学研修等の継続実施

・お客さまに 良質なサ ービ スを提供できる人材を育成する
・人材育成プログ ラム の 見直しなどに より、人材育成の 強化を図る
・将来増加が 見込まれるシニ ア行員の 活用策を検討する

・お客さまに 良質なサ ービ スを提供できる人材を育成する
・人材育成プログ ラム の 見直しなどに より、人材育成の 強化を図る
・将来増加が 見込まれるシニ ア行員の 活用策を検討する

人材育成の 強化

法人営業

個人営業

お客様本位の
提案型営業

総
合
金
融
サ
ー
ビ
ス

地域の お客様

企 業

個 人

地域経済

好循環の 醸成

融資業務
預金業務

間接金融

投資銀行業務
預り資産業務
証券業務

直接金融

国
際
業
務

信 頼 感

ソリューション営業

ビジネスマッチング

新成長分野への対応

海外支援サポート

ライフ・プランニング営業
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２．経営基盤の 強化 （２）資産の 健全性向上へ の 取組み

①融資先属性等に対応した審査体制の整備

・大口与信先の管理強化

・業種別審査の対象業種の拡充等

②金融円滑化対象先に対する能動的関与先の明確化と支援策の充実

・計画策定支援等の本部の関与度合いを強化

③地域再生ファンド活用の検討

・早期再生への取組み強化。ライフサイクルに応じた支援体制の充実。

④成長分野への資金供給への対応

・海外与信業務の強化、農林水産関連業種等の審査ノウハウの蓄積

（１）審査体制の 再構築

中間管理も適正に評価される体系を検討

年間与信コストの 推移年間与信コストの 推移 与信コスト低減等の ため の 主な対策与信コスト低減等の ため の 主な対策

83

126
151

298

0

50

1 00

1 50

2 00

2 50

3 00

3 50

H19 H20 H21 H22 H25

（３）業績表彰基準の 改定

・ 審査体制の 再構築や 業績表彰での インセンティブ付与に より高止まりしている与信コストを低減させ る・ 審査体制の 再構築や 業績表彰での インセンティブ付与に より高止まりしている与信コストを低減させ る

与信コスト低減へ の 取組み

（億円）

（４）人材育成の 強化

広い知識と高度な専門性を持つプロ集団の育成本 部

濃密なリレーションを築き、経営者をサポートする
真の融資マンの育成

営業店

（２）大口与信先の 管理態勢の 強化
大口与信先審査委員会の設置による大口与信先の管理態勢の強化と
組織的な取組みの実施

引当の 取崩も含め
H25年の コスト０へ

0
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15.60

12.00

14.32 15.07

13.81

11.57

14.06

12.88

11.63

10

11

12

13

14

15

16

連結 単体 Ｔｉｅｒ１（単体）

２．経営基盤の 強化 （２）資産の 健全性向上へ の 取組み

・ 本部・営業店一体となっ たコンサ ル ティング 機能の 発揮に より、不良債権比率を2％台前半ま で引き下げ る・ 本部・営業店一体となっ たコンサ ル ティング 機能の 発揮に より、不良債権比率を2％台前半ま で引き下げ る

不良債権比率低下へ の 取組み

114 153 108
352

551 550 654

641
287 118 82

59

2.88

2.37 2.50

3.10

0

500

1,000

1,500

2,000

H20/3 H21/3 H22/3 H22/12 H26/3
0

1

2

3

4

要管理債権

危険債権

破産更生等債権
（部分直接償却後）

危険債権を中心に危険債権を中心に
ランクアッ プを促進しランクアッ プを促進し
最終年度は最終年度は 22％台前半に％台前半に

(億円）

（新中計最終年度）

(％）

新中計での 再生法開示債権の 推移（部分直接償却後）新中計での 再生法開示債権の 推移（部分直接償却後）

【参考：自己資本比率・TierⅠ比率（単体）の状況】
具体的な取組み具体的な取組み

不良債権に占める比率が高く、能動的に関与可能な「危険債権」を中心

として、上位格付へのランクアップ促進とランクダウン未然防止を強力に

推進し、不良債権総額（部分直接償却後ベース）を300億円以上削減する。

Ｈ21/3 Ｈ22/3 Ｈ23/3
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２．経営基盤の 強化 （３）生産性向上へ の 取組み

989861
907

522 572 578

57.960.6

63.8

400

600

800

1,000

H15 H19 H22

・全行的な経常経費抑制へ の 取組みに よりロ ーコストな経費構造を実現する
・オ ーバ ースペッ クの 排除・見直しに よるコストの 低減
・事業分野の 将来性や 収益性を念頭に 資源配分の シフトを実施

・全行的な経常経費抑制へ の 取組みに よりロ ーコストな経費構造を実現する
・オ ーバ ースペッ クの 排除・見直しに よるコストの 低減
・事業分野の 将来性や 収益性を念頭に 資源配分の シフトを実施

40%

50%

60%

70%

80%

3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0

横軸：H22/3預貸和末残（兆円）

縦軸：コア業務OHR

オ ーバ ースペッ クの 排除オ ーバ ースペッ クの 排除

事業分野の 資源配分の シフト事業分野の 資源配分の シフト

同規模でも当行より
経費効率が優れて
いるグループ

（億円）

ＯＨＲの 推移状況ＯＨＲの 推移状況

経営効率の 他行比較経営効率の 他行比較

過度なリ スクヘッ ジ 過剰なサ ービ ス

業界比較・費用対効果分析

廃止や 代替手段を検討

パフォーマンス低下

コスト削減策の立案

事業分野B
削減したコストを活用
有望事業に積極投入

経費節減へ の 取組み

ＯＨＲ（％）

総経費

コア 業務粗利益

事業分野A
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２．経営基盤の 強化 （３）生産性向上へ の 取組み

・営業現場の セー ル ス時間を創出すべ く、管理業務を中心に 見直しや 効率化を図る
・近時増加している「預り資産関連業務」「差押業務」に つ いて本部集中化を検討する

・営業現場の セー ル ス時間を創出すべ く、管理業務を中心に 見直しや 効率化を図る
・近時増加している「預り資産関連業務」「差押業務」に つ いて本部集中化を検討する

集中化の 概要集中化の 概要

顧客セールス
64％

稟議起案
17％

管理業務
19％

H22.4実施営業店アンケート

融資渉外（外交役席も含む）
の業務従事割合

実効性を確保しながらより営業に特化
できる体制を目指す。

顧客管理手法
予算策定プロセス
通達出状方法

店内勉強会・研修
営業店庶務など

顧客管理手法
予算策定プロセス
通達出状方法

店内勉強会・研修
営業店庶務など

• 金融商品仲介の口座開設
業務の集中化

• 差押業務の本部集中

• 金融商品仲介の口座開設
業務の集中化

• 差押業務の本部集中

営業時間捻出に資する本部集中
施策を優先的に実施

0%

20%

40%

60%

80%

100%

債権者別

H21H21年差押受付年差押受付
6,9316,931件の 構成件の 構成

＜差押業務の 集中化＞

＜金商仲介事務の 集中化＞

A団体
38％

B団体15％

その他
47％

■差押通知の送付先を本部
一元化。

■件数の多い地公体から
先行して交渉。
随時集中化を試行。

今後拡大を狙う仲介業務に
ついて事務負担を軽減

■口座開設処理を本部集中
セクションで実施。

■仕組債の注文メモ作成や
販売オペレーションを集中化

H22.9現在
13千口

H24.3
20千口

H25.3
30千口

中銀証券口座数の 見通し中銀証券口座数の 見通し

セー ル ス時間の 状況セー ル ス時間の 状況

管理業務等の 見直し管理業務等の 見直し 本部集中業務の 拡大本部集中業務の 拡大

事務効率化へ の 取組み

■約２割を管理業務に費やす

■現場からも管理負担増大の声
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２．経営基盤の 強化 （４）シス テム 戦略へ の 取組み

システム の 安全稼働推進システム の 安全稼働推進

・主要システムの安定的な更改

・システム品質管理の高度化

・データセンターの移転
（平成２４年１月運営開始、平成２５年３月完了予定）

ニ ー ズへ の 迅速か つ 機動的な対応ニ ー ズへ の 迅速か つ 機動的な対応

・制度対応への取組み
ＩＣｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ基本形、第６次全銀システム、電子記録債権

（でんさいネット）等への迅速な対応。

・ＩＴ活用による業務改善への取組み

最新の ＩＴ技術の 採用に より
より高い信頼性を確保

システム 経費の 抑制システム 経費の 抑制

・適切な投資判断によるシステム構築

・初期投資の妥当性と継続的な適正価格の

モニタリングを実施

・新しい技術の導入による経費抑制の
可能性を検証

次期基幹系システム 構築に 向けた取組み次期基幹系システム 構築に 向けた取組み

次期基幹系システム に 向けた
組織体制を構築

システムシステム 戦略の 方向性戦略の 方向性

システム 開発・運用の
迅速性・機動性の 確保

・将来的に もシステム 開発・運用を主導できる体制を整備するとともに 、各種ニ ー ズに 適切に 対応する・将来的に もシステム 開発・運用を主導できる体制を整備するとともに 、各種ニ ー ズに 適切に 対応する

システム 戦略～取組みと戦略の 方向性～

・自由度・柔軟性があり、長期安定利用が可能な
システムを構築
TSUBASA（翼）プロジェクトにおける継続検討。

・長期的な視点でのシステム部門の人材育成
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２．経営基盤の 強化 （５）内部管理態勢強化へ の 取組み

（ お客さま情報の 適正な取得・利用・管理 ）

� 「金融商品勧誘方針」などに則った適切な勧誘

� デリバティブ等の複雑な金融商品に係る説明・管理態勢の

強化

� 金融円滑化の観点からの適切かつ十分な説明

� お客さまにご理解いただくための説明能力の向上

� 「金融商品勧誘方針」などに則った適切な勧誘

� デリバティブ等の複雑な金融商品に係る説明・管理態勢の

強化

� 金融円滑化の観点からの適切かつ十分な説明

� お客さまにご理解いただくための説明能力の向上

� お客さまからの相談・苦情等への公正・迅速・誠実な対応

� お客さまの声の業務の改善・サービス向上への活用

� お客さまからの相談・苦情等への公正・迅速・誠実な対応

� お客さまの声の業務の改善・サービス向上への活用

� 「個人情報保護方針」などに則った適正な情報の管理

� 情報の漏洩・紛失・改ざんなどの未然防止策の強化

� 外部委託先の厳正な選定と指導・監督

� 「個人情報保護方針」などに則った適正な情報の管理

� 情報の漏洩・紛失・改ざんなどの未然防止策の強化

� 外部委託先の厳正な選定と指導・監督

コンプライア ンス意識の 向上と実践コンプライア ンス意識の 向上と実践

� 不祥事件防止対策の強化
� 「企業行動規範」と「行動指針」、「法令等遵守方針」や「コンプ
ライアンスマニュアル」などに則った業務遂行

� 役職員によるインサイダー取引や専ら投機的利益の追求を目
的とした取引等の禁止の徹底

� 反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みの強化

� 不祥事件防止対策の強化
� 「企業行動規範」と「行動指針」、「法令等遵守方針」や「コンプ
ライアンスマニュアル」などに則った業務遂行

� 役職員によるインサイダー取引や専ら投機的利益の追求を目
的とした取引等の禁止の徹底

� 反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みの強化

内部監査機能の 充実・強化内部監査機能の 充実・強化

� コンプライアンス態勢強化に向けた牽制機能の充実
� 重要なリスクに焦点を当てた監査を強化
� 問題の本質的な改善に繋がる取組みを強化
� 監査の品質向上に向けた取組みを強化

� コンプライアンス態勢強化に向けた牽制機能の充実
� 重要なリスクに焦点を当てた監査を強化
� 問題の本質的な改善に繋がる取組みを強化
� 監査の品質向上に向けた取組みを強化

・「お客さま第一主義」の もと、お客さま の 保護および利便の 向上に 努め る
・法令等遵守態勢の 強化と、監査態勢の 充実に よる内部管理態勢の 強化に 努め る

お客さま 保護に 向けた取り組みお客さま 保護に 向けた取り組み

（ お客さまへ の 適切か つ 十分な情報提供と説明 ）

（ お客さまの サ ポート態勢 ）

ＩＦＲＳ・民法（債権法）改正へ の 対応ＩＦＲＳ・民法（債権法）改正へ の 対応

� IFRS導入による影響度調査、及び業務プロセスの見直しやシ
ステム開発も含めた全社レベルでの体制整備

� 民法（債権法）改正に対する約定書・規定類の改定

� IFRS導入による影響度調査、及び業務プロセスの見直しやシ
ステム開発も含めた全社レベルでの体制整備

� 民法（債権法）改正に対する約定書・規定類の改定

内部管理態勢強化へ の 取組み
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３．ス テークホル ダ ーへ の 貢献 （１）ＣＳＲに対する取組み

○総合金融サ ービスの 提供
・グループ（銀行、リース、証券
など）による多様な金融サービ

スの提供
・ソリューション営業
・地域への円滑な資金供給

○総合金融サ ービスの 提供
・グループ（銀行、リース、証券
など）による多様な金融サービ

スの提供
・ソリューション営業
・地域への円滑な資金供給

お客さまお客さま 地域社会地域社会

○環境保全活動へ の 取組み
・エネルギー使用の抑制（省エネ
法対応）
・公益信託「『百間川』水とみどり
の基金」の受託運営
・風倒木被害地域の復旧整備事
業「ちゅうぎんの森」
・クールビズ、ウォームビズの推
進

○環境保全活動へ の 取組み
・エネルギー使用の抑制（省エネ
法対応）
・公益信託「『百間川』水とみどり
の基金」の受託運営
・風倒木被害地域の復旧整備事
業「ちゅうぎんの森」
・クールビズ、ウォームビズの推
進

・CSR活動に あたっ て、ステークホル ダ ーを現在および将来の 「お客さま」「地域社会」「株主の みなさま 」「従業員」
と捉え、地域金融機関として本業を通じた地域貢献を第一義とし、本業を超えた幅広い社会貢献活動に つ いて
も注力する

経営理念：自主健全経営を貫き、ゆるぎない信頼と卓越した総合金融サ ービ スで、地域社会とともに 発展する。経営理念：自主健全経営を貫き、ゆるぎない信頼と卓越した総合金融サ ービ スで、地域社会とともに 発展する。

○環境配慮型商品の 提供
・ちゅうぎん環境配慮型融資
・エコ私募債

など

○環境配慮型商品の 提供
・ちゅうぎん環境配慮型融資
・エコ私募債

など

○お客さまへ の 応対
・高齢者、障がい者に優しいユニ

バーサルデザインへの取組み
・店頭待ち時間の短縮
・わかりやすい、見やすいホーム
ページ作り、音声読み替えソフ
ト対応

○お客さまへ の 応対
・高齢者、障がい者に優しいユニ

バーサルデザインへの取組み
・店頭待ち時間の短縮
・わかりやすい、見やすいホーム
ページ作り、音声読み替えソフ
ト対応

○スポーツ・文化等支援活動
・スポーツ、コンサートなどへの協
賛
・吉備路文学館における地元文
学、文化継承活動への支援
・金融教育ニーズへの対応

○スポーツ・文化等支援活動
・スポーツ、コンサートなどへの協
賛
・吉備路文学館における地元文
学、文化継承活動への支援
・金融教育ニーズへの対応

株主の みなさま株主の みなさま

○企業価値の 向上
・収益力の強化、資本効率の向
上など企業価値の向上

○企業価値の 向上
・収益力の強化、資本効率の向
上など企業価値の向上

○ガバナ ンス体制の 強化
・内部統制システムの充実と
適正な運用
・監査態勢の充実

○ガバナ ンス体制の 強化
・内部統制システムの充実と
適正な運用
・監査態勢の充実

○ＩＲ活動
・東京IR
・地元IR
・ディスクロージャー誌等の充実

○ＩＲ活動
・東京IR
・地元IR
・ディスクロージャー誌等の充実

○資本政策
・適正な株主還元

など

○資本政策
・適正な株主還元

など

従業員従業員

○人材育成・人材活用
・人材育成プログラムの充実
・市場、国際業務に精通した人材
育成
・シニア行員の積極活用

○人材育成・人材活用
・人材育成プログラムの充実
・市場、国際業務に精通した人材
育成
・シニア行員の積極活用

○CSマ インドの 向上
・CS関連の研修会の実施
・応対マナー向上に向けた教育

など

○CSマ インドの 向上
・CS関連の研修会の実施
・応対マナー向上に向けた教育

など

○働きや すい職場環境の 整備
・風通しの良い職場作り
・ワークライフバランスの取組み

○働きや すい職場環境の 整備
・風通しの良い職場作り
・ワークライフバランスの取組み

○コンプライア ンス意識の 向上
・コンプライアンス関連研修会の
定期実施
・相互牽制体制の強化

○コンプライア ンス意識の 向上
・コンプライアンス関連研修会の
定期実施
・相互牽制体制の強化

○創業・新事業の 育成支援
・ちゅうぎん企業育成支援制度

など

○創業・新事業の 育成支援
・ちゅうぎん企業育成支援制度

など

当行の ＣＳＲに 対する考え方
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地域再生ファ ンド地域再生ファ ンド

３．ス テークホル ダ ーへ の 貢献 （２）地域経済の 支援へ の 取組み

１．地域密着型金融の 更なる推進へ の 取組みを強化・充実させ る

２．地域経済の 支援に 向けた 地域再生ファ ンドの 組成を検討する
３．適切な金融円滑化対応を実施するとともに 、円滑化対象先へ の 支援を強化・充実させ る

１．地域密着型金融の 更なる推進へ の 取組みを強化・充実させ る

２．地域経済の 支援に 向けた 地域再生ファ ンドの 組成を検討する
３．適切な金融円滑化対応を実施するとともに 、円滑化対象先へ の 支援を強化・充実させ る

地域密着型金融の 推進地域密着型金融の 推進

①ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化

②事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底

③地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献

取組み分野

①ライフサ イクル に 応じた取引先
企業の 支援の 一層の 強化

①ライフサ イクル に 応じた取引先
企業の 支援の 一層の 強化

②事業価値を見極め る融資手法を
は じめ 中小企業に 適した資金供
給手法の 徹底

②事業価値を見極め る融資手法を
は じめ 中小企業に 適した資金供
給手法の 徹底

③地域の 情報集積を活用した持続
可能な地域経済へ の 貢献

③地域の 情報集積を活用した持続
可能な地域経済へ の 貢献

¾創業・新事業支援
¾事業再生・経営改善支援
¾事業承継

¾創業・新事業支援
¾事業再生・経営改善支援
¾事業承継

¾個人保証・不動産担保に過度に
依存しない融資の促進
¾目利き能力向上のための人材育成

¾個人保証・不動産担保に過度に
依存しない融資の促進
¾目利き能力向上のための人材育成

¾地域経済の活性化支援
¾多様な金融サービスの提供
¾地域経済の活性化支援
¾多様な金融サービスの提供

支援制度の活用
本部・営業店の連携強化
専門スキルを持つ人材の育成・・・等

支援制度の活用
本部・営業店の連携強化
専門スキルを持つ人材の育成・・・等

ＡＢＬの活用
財務制限条項付融資の活用
営業店行員向け研修の充実 ・・・等

ＡＢＬの活用
財務制限条項付融資の活用
営業店行員向け研修の充実 ・・・等

産学官連携の強化
ビジネスマッチング機能の強化
金融知識の普及等 ・・・等

産学官連携の強化
ビジネスマッチング機能の強化
金融知識の普及等 ・・・等

地域経済の支援に向けた地域再生ファンドの組成を検討する。

①企業再生支援機構の活用困難先、複数金融機関取引のある先等に対する再生への集中的取組。

②事業スポンサー等必要先に対して、再生スキームにおける第2会社方式の活用等による解決手段の検討と実施。
③窮地に至る前の早期再生への取組（金融支援）による長期的な与信コストの圧縮。

本業を通じた地域貢献へ の 取組み
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事務

金
融
円
滑
化
（事
業
性
）の
全
先

対象先
を形式的に

４区分
（区分Ⅰ～Ⅳ）

Ｓｔｅｐ2

方向性
決定

営業店

融資部

コンサ ル
ティング 先

モニ タリ ング
支援先

経営改善サ ポート先

Ｓｔｅｐ3

個別方針を
決定

当行が 能動的に
関与していく先

・外部機関活用
・計画策定支援

モニ タリ ング が 主体
計画策定も促進

（Ｓｔｅｐ１を定期実施し、状況
変化に 応じコンサ ル ティング 先へ ）

Ｓｔｅｐ1

実抜見込先

『営
業
支
援
シ
ス
テ
ム
』を
活
用
し
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

実抜計画策定先

目指す方向

重点領域

【概要図】

適切な金融円滑化対応（コンサ ル ティング 機能の 発揮）適切な金融円滑化対応（コンサ ル ティング 機能の 発揮）

①お客さまの実態を十分に把握し、柔軟かつ適切な対応を引き続き実施する。

②本部・営業店の連携強化により、円滑化対象先への支援を強化・充実させ、経営改善に向けた積極的な支援を実施する。

③外部専門機関等との緊密な連携を図る。

３．ス テークホル ダ ーへ の 貢献 （２）地域経済の 支援へ の 取組み



本資料には将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を保証

するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化など

により目標対比異なる可能性があることにご留意下さい。


